
「年末調整」とは、１年間（１/１〜１２/３１）の給与に係る源泉所得税について、扶養控除・⽣命保険料控除等の
各種控除を確定させることで、１年間の所得税を計算し、⽉々の給与で預かった源泉所得税の過不⾜を精算することです。

年末調整の対象となる⽅は、事業所が給与を⽀払っている役員・従業員の⽅で、年末まで在籍した⽅です。
なお、下記に該当する⽅は対象となりません。

① 年間の給料収⼊が2,000万円を超える⽅
② ２ヶ所以上から給与の⽀払を受けていて従たる給与の⽅

毎⽉、給与から所得税を徴収しているのに、年末調整をする必要があるのは、
徴収している所得税は、あくまでも概算の⾦額であり、正確な所得税額が分かるのは、1年間の収⼊や
「差し引くもの」がきちんと決まる年末になってから確定するためです。

例えば、毎⽉天引きされている社会保険料は徴収されている所得税の計算に反映されていますが、
個⼈で⽀払っている、国⺠年⾦・国⺠健康保険等は反映されておりませんので、年末調整で過不⾜が⽣じます。
上記のように会社で把握できないものに関して、書類（扶養控除申告書・給与所得者の保険料控除申告書）を提出して
税額を確定します。

前年（平成30年）から、配偶者控除の改正がありました。

配偶者控除の改正点
①給与収入の上限の引き上げ

②納税者本人の所得制限
　配偶者控除等の適⽤される納税者本⼈に収⼊制限を設けることとし、給与収⼊（合計所得⾦額）が
1,120万円（900万円）を超える場合には以下の表のとおり控除額が減少・消失する仕組みとなりました。

改正前 改正後
配 偶 者 控 除 103万円 150万円
配偶者特別控除 141万円 201万円



配偶者の年収による所得税の節税額
（例︓本⼈の給与収⼊が600万円 　税率 10％ の場合）

配偶者控除が拡⼤されたことにより、配偶者の年収が150万円まで増加しても本⼈の節税額は同額になります。

社会保険の加入要件
　配偶者控除拡⼤によって注意が必要なのが配偶者の社会保険加⼊です。
配偶者の収⼊が１３０万円を超えると自身で社会保険に加⼊しなければなりません。
そのことにより、社会保険料の負担が多くなります。国⺠年⾦だけでも年間約２０万円の負担となります。

　＊平成２８年１０⽉の法改正により、社会保険に加⼊している従業員数が501名以上の企業で働く週の
所定労働時間が20時間以上 、 ⽉額賃⾦ 8.8万円　等の⽅が社会保険加⼊対象者となりました。
今後、中小企業も適⽤拡⼤の対象となる可能性があります。

配偶者の収入による世帯収入の増加額

①　政管健保に加⼊した場合　 ②　市区町村によりことなる為、目安になります。　 ③　税率１０％の場合

　配偶者の「働き損」を回避し、世帯収⼊増を目指すのであれば１８０万円以上の収⼊を分岐点とし、
可能な限り収⼊を上げていくことが理想の働き⽅といえるかもしれません。

　ただ、手厚い「家族手当」等の⽀給がある場合は配偶者が「１５０万円の壁」を超えますと、
⽀給されなくなる可能性があります。このように、超えるべき「壁」は年収以外の部分でも数多くあります。
⼀律に「こうすべき」「こうするのが⼀番得」というわけにはいきません。各々の家庭事情に合わせた
「働き損」を回避した、働き⽅を検討してみてはいかがでしょうか。

　　給与所得控除上限の改正
平成32年（2020年）から、控除額の上限が現⾏の1,000万円から850万円に引き下げられ、
また控除の上限も220万円から１９５万円に引き下げられます。

※なお、この改正と合わせて平成32年（2020年）から、基礎控除が38万から48万に引き上げられます。

配偶者の年収 本⼈の年収 所得税率 配偶者控除 本⼈の減税額

改正前 103万円

600万円 10%

38万円 3.8万円
141万円 3万円 0.3万円

改正後
130万円以下 38万円 3.8万円
150万円 38万円 3.8万円
201万円 3万円 0.3万円

配偶者の年収 配偶者の収⼊に係る各税 本⼈の節税額③ 世帯収⼊増加額社会保険料① 住⺠税② 所得税

126万円
１３０万円 0円 3.7万円 1.4万円 3.8万円 128万円
１５０万円 23万円 3.4万円 1.3万円 3.8万円

160万円
１８０万円 25万円 6万円 2.6万円 1.6万円 148万円
２０１万円 29万円 7.9万円 3.6万円 0.3万円

改正前 改正後
給与等の収⼊額 給与所得控除額 給与等の収⼊額 給与所得控除額
162.5万円以下 65万円 162.5万円以下 55万円

162.5万円超180万円以下 収⼊⾦額×40％ 162.5万円超180万円以下 収⼊⾦額×40％-10万円
180万円超360万円以下 収⼊⾦額×30％+18万円 180万円超360万円以下 収⼊⾦額×30％+8万円
360万円超660万円以下 収⼊⾦額×20％+54万円 360万円超660万円以下 収⼊⾦額×20％+44万円

660万円超1,000万円以下 収⼊⾦額×10％+120万円 660万円超850万円以下 収⼊⾦額×10％+110万円
1,000万円超 220万円 850万円超 195万円


